
 

令和７・８・９年度牛久市英語指導助手派遣業務委託仕様書 
 

１ 件 名      令和７・８・９年度牛久市英語指導助手派遣業務委託 

 

２ 派遣期間     令和７年４月１日から令和１０年３月３１日まで（３年間） 

 

３ 業務内容 

（１）事業者（派遣元）の行う責務 

    牛久市立小・中・義務教育学校への英語指導助手（以下、「ＡＬＴ」という。）派遣業務、及びこ

れを円滑に行うために必要な以下の業務 

   ①教育委員会，学校，ＡＬＴとの連絡調整 

   ②小中学校それぞれの発達段階や英語の習熟度に合わせた指導ができる人材の配置 

   ③ＡＬＴの業務遂行状況の把握・評価・監督 

   ④ＡＬＴに対する業務遂行に向けた定期的かつ計画的な研修及び指導の実施 

   ⑤学校への定期的な聴き取り及びアンケートの実施 

   ⑥ＡＬＴの欠勤・遅刻等に関する連絡・報告 

   ⑦ＡＬＴの規律遵守に係る適切な措置 

   ⑧オンライン等を活用し、児童生徒が英語でアウトプットする個別最適な学びの場の提供 

   ⑨教育委員会及び学校が主催する研修への支援・協力 

   ⑩学習指導要領に基づく年間指導計画、学習指導案、授業設計等に関する情報提供、企画提案 

   ⑪労働者派遣法により派遣元に義務付けられている諸手続 

    派遣するＡＬＴについては、日本での就労に係る手続をすべて整えた資格を有する者であること。

また、ＡＬＴが社会保険及び雇用保険の加入条件を満たす場合には必ず加入すること。 

（２）ＡＬＴの従事すべき内容  

①市内各小中学校における外国語活動，英語授業及び国際理解教育における指導 

   ②担当教員等との英語会話の実演及び児童生徒との会話・対話の指導 

   ③学習到達度を測るパフォーマンステスト、英語力測定テスト等の実施、採点、提供 

   ④学校の国際理解教育に関する支援 

   ⑤学習活動にふさわしい効果的な学習カリキュラムや教材活用法の提案及び教材開発・提供 

   ⑥授業の事前確認作業・準備・打ち合わせ 

   ⑦学校行事における児童生徒との交流及び英語活用についての積極的支援 

   ⑧市や県が主催する英語プレゼンテーションフォーラムやスピーチコンテスト等における指導、助

言及び審査 

   ⑨教職員に対する研修の支援・協力 

   ⑩上記３（２）①から⑨に付随又は関連する業務 

⑪その他、教育委員会、学校長が必要と認め、事業者（派遣元）が合意する業務 

  

４ 就業日及び就業時間  

（１）就業日   契約期間における学校の授業日とする。 

（２）派遣を要しない日 

   ・国民の祝日に関する法律で規定する休日 

   ・土曜日・日曜日 

   ・夏季休業日  （ ７月２１日から８月２９日）    

   ・冬季休業日  （１２月２５日から１月 ７日）   

   ・学年末休業日 （ ３月２５日から３月３１日） 

   ・学年始休業日 （ ４月 １日から４月 ５日）   



    ※日程が変更になる際は、その都度通知する。 

（３）就業時間  午前８時００分より午後５時００分までの間で、１日８時限以内とする。 

（４）教育委員会や学校が業務上必要と認めた場合は、予め事業所と協議・合意の上、就業日及び就業

時間を変更することができる。ただし、規定した就業日時以外にＡＬＴの就業を要する場合、追加

就業日時分の追加派遣料を支払うか、予定された就業日時の中で振替えるものとする。 

 

５ ＡＬＴ資格条件 

（１）英語を母語とする者で、英語の発音、イントネーション、文法等の指導ができ、大学卒業資格を 

有すること。 

（２）ＡＬＴの経験を２年以上有すること。 

（３）派遣期間中の有効かつ適正な種別の就労査証を取得しており、日本でのＡＬＴとしての就労に支

障がないこと。 

（４）日本の教育環境や習慣・文化等を理解し、良識を持った言動ができ、教育者としてふさわしい   

資質を有すること。 

 （５）受託業務の履行に必要な水準の教授技術を有すること。 

（６）研修意欲に富み、英語指導教授法の研修を受けていること。 

（７）心身ともに健康で、学校現場への適応能力に優れていること。 

（８）教職員との授業の打合わせ等を円滑に行うのに必要な日本語能力を有すること。 

（９）教職員や児童生徒と積極的にコミュニケーションを図ることができること。 

（10）上記の他、以下の条件を満たすものが望ましい。 

  ・英語教授法（ＴＥＯＳＬ、ＴＥＦＬ、ＣＥＬＴＡ等）を取得している者。 

  ・スピーキングテストにおいて、母語レベル以上を有する者。 

  ・レッスンプランの作成能力や教材・教具の開発能力を有する者。 
 
６ 就業場所    牛久市内の小中学校（ 小学校７校、中学校５校、義務教育学校１校 ） 

 
７ 派遣人数    １５名 

 
８ 派遣先責任者  牛久市教育委員会教育支援課長 

 
９ 指揮命令者   学校長 

  

１０ 事業者（派遣元）の責任 

 事業者（派遣元）は，ＡＬＴの派遣にあたり，次の事項を遵守する。 

（１）事業者は派遣元責任者及び苦情担当者を定め，それぞれの責務を果たすこと。  

（２）ＡＬＴに急病等支障が生じた場合は，事業者は直ちに教育委員会及び学校長にその旨を報告す 

  るとともに，業務の履行に支障をきたすことのないよう対応すること。 

（３）派遣されたＡＬＴが業務の遂行にあたり著しく不適切であると認められる場合には，教育委員会

は理由を明示の上，事業者に対し，適切な措置を講じるよう要請することができる。要請を受けた

場合，事業者は状況を確認した上，ＡＬＴに対する指導等適切な措置を講じなければならない。 

（４）事業者は，業務上知り得た事項を教育委員会の許可なく使用し，または漏洩してはならない。 

（５）教育委員会及び指揮命令者の指示のもとにおいて，ＡＬＴは校内の施設設備等を利用すること 

ができる。 

 

１１ 個人情報の取り扱い 

  事業者は，個人情報を取り扱う場合，牛久市個人情報保護条例に基づき，その取扱いに十分留意し， 

個人情報の漏洩，滅失及び毀損の防止，その他適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

 

 



１２ その他 

（１）牛久市長（教育委員会）と事業者（派遣元）は、本仕様書の基本契約として当事者間で締結された「労

働者派遣基本契約書」（以下、「基本契約」という）と本仕様書の内容が相違する場合は、本仕様書の内

容が優先される。 

（２）教育委員会及び事業者（派遣元）は、労働者派遣法の趣旨に従い、各々に課せられた労働法令上の責

任を負うものとし、適切な教育指導と業務命令を行う。 

（３）本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合には、教育委員会と事業者でその都度協議を行い、 

本事業が円滑に遂行できるようにする。 


